
令和８年２月２日 

段位認定試験 成績証明書および認定証についてのお知らせ 

令和８年２月８日(日）施行段位認定試験より、成績証明書および認定証について、次のように変更となりますので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来は、過去の認定段位と当日の成績から判断した

総合段位を記載していましたが、２月８日(日)施行

段位認定試験から、当日の成績のみで判断した総合

段位を記載します。 

例）かけ算 120 点（弐段）  左記の場合、 

   わり算 100 点（初段）  準初段と記載 

   みとり算 90 点（準初段） 

従来通り、当日の成績と施行済み直前５回の成績か

ら判断し、昇段した場合のみ記載、昇段しない場合

は横線を表示します。 

♦認定証について： 

申込み時の氏名、生年月日などの入力（記入）間違いによる再交付、および認定証お受け取り後の汚損による再交付の場合は、1 件につき 3,000 円をお支払い

いただきます。なお、再交付申請の受付を認定試験施行月の翌 2 ヶ月後の月末までとし、その後一括申請をしますので、お時間を要します。ご了承ください。 

西宮珠算振興会検定部 

♦成績証明書について：下記のように「今回の成績」欄の総合段位の記載が変わります。 


